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業務分野
一般民事・離婚・相続・交通事故・企業法務・債務整理・刑事
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-40-2F/3F/5F
https://suzutaka-law.com/

弁護士法人すずたか総合法律事務所 
弁護士　鈴木  隆弘

ド クタ ー を 支 援 す る

現在は歯科医師を引退し、遠方に住んでいる親が所有している不動産がいくつかあります。相続登
記の義務化に関するニュースを目にしてから、他人事ではないと思い少しネット等の情報を調べて
みましたが、難しい点も多く、詳しい解説をお願いできればと思います。

相続登記の義務化について

vol.238

お気軽に当事務所まで
ご相談ください。

解 説

遺産分割協議が難航した場合は、
相続人申告登記ができます。

ここまでに
相続登記・対策

改正から3年後

3年後
改正前開始の

相続

改正後開始の
相続

令和6年4月1日より義務化


